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会社更生手続開始決定に対する株主による即時抗告のお知らせ 

 

2026年５月８日付「会社更生手続開始の申立て及び開始決定並びに再建計画の提示等に関する

お知らせ」にて公表しましたとおり、当社は、2026年５月８日に、東京地方裁判所に対し会社更

生手続開始の申立てを行い（東京地方裁判所令和８年（ミ）第４号）、同日、同裁判所より会社更

生手続開始決定がされ、当社の代表取締役であった石田雅文及び申立代理人であった弁護士粟田

口太郎が管財人に選任されました。 

この会社更生手続開始決定に対して、当社の株主であり当社の取締役でもある石田ゆかり氏に

よる2026年６月８日付の即時抗告書及び当社の株主である株式会社ジェットによる2026年６月８

日付の即時抗告書が、それぞれ、東京地方裁判所に対して提出された事実が判明しましたので、

お知らせいたします。 

東京地方裁判所の会社更生手続開始決定は、その決定の時（2026年５月８日午後４時）から効

力を生じており、即時抗告がありましても、会社更生手続開始決定を停止する効力（執行停止効）

はありません。管財人による当社の事業経営権及び財産管理処分権は、現在でも有効に存続して

います。 

したがって、関係者の皆様におかれましては、管財人が進める当社の再建につき、引き続き、

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

１．抗告人の概要 

株式会社ジェット（当社株主） 

石田ゆかり氏（当社株主） 

なお、同氏は、当社の取締役であり、また、株式会社ジェットの監査役でもあります。 

 

２．抗告理由の概要 

いずれの即時抗告につきましても、①更生手続開始の原因となる事実が認められないこと、

②事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とす

る更生計画の認可の見込みがないことが明らかであること、③不当な目的で更生手続開始の申

立てがされたこと、及び、④更生手続開始申立ての手続が違法であることが、抗告理由として

主張されております。 

 

３．即時抗告に対する管財人石田雅文及び管財人粟田口太郎の意見 

管財人としては、抗告理由とされた内容はいずれも正当でなく、即時抗告には理由がないと

考えております。管財人としては、引き続き2026年５月８日付「「株式会社トーシンホールデ

ィングス再建計画」について」にて公表した再建計画を履行することにより再建を図り、かつ、

2026年５月26日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にて公表した改善計画に

従って、内部管理体制の改善をはじめとする諸課題にも対処してまいります。 

以 上 


